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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成20年６月26日に提出いたしました第36期（自　平成19年４月1日　至　平成20年３月31日）有価証券報

告書の記載事項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正

報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　　　第５　経理の状況

　　　　１　連結財務諸表等

　　　　（１）連結貸借対照表　注記事項　

　　　　　　　デリバティブ取引関係

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部　【企業情報】

第５【経理の状況】

　１【連結財務諸表等】　

（１）【連結貸借対照表】　注記事項

（デリバティブ取引関係）

　（訂正前）

Ⅱ　当連結会計年度

１　取引の状況に関する事項

(1) 取引に対する取り組み方針及び取引の内容・利用目的

当行は、有価証券等の価格リスクコントロール及び外貨建資産・負債に係る為替リスク等のヘッジを主

な目的として、為替予約取引、債券先物取引・同オプション取引、株価指数先物取引・同オプション取引、金

利スワップのデリバティブ取引に取り組むこととしており、また、短期的な売買益を獲得する目的で行うデ

リバティブ取引については、事前に経営陣の承認を得るとともに、ポジション限度枠・ロスカットルール等

を設定し、限定的に行うこととしております。

　なお、金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジを適用しております。繰延

ヘッジを行うにあたっては「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報

告第14号）等に基づいて、ヘッジ基本方針やヘッジ有効性の評価方法等を行内規程として定めております。

当連結会計年度においてヘッジ会計を適用したヘッジ対象はその他有価証券、ヘッジ手段は金利スワップ

であります。ヘッジ有効性については、ヘッジ対象となる金融資産とヘッジ手段である金利スワップ取引を

一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価することとしております。

 

（中略）

 

２　取引の時価等に関する事項 

　「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 業

種別監査委員会報告第24号）等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、下記記載から除

いております。

(1) 金利関連取引(平成20年３月31日現在) 

　　　該当ありません。
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（訂正後）

　Ⅱ　当連結会計年度 

　１　取引の状況に関する事項

　(1) 取引に対する取り組み方針及び取引の内容・利用目的

当行は、有価証券等の価格リスクコントロール及び外貨建資産・負債に係る為替リスク等のヘッジを主

な目的として、為替予約取引、債券先物取引・同オプション取引、株価指数先物取引・同オプション取引、金

利スワップのデリバティブ取引に取り組むこととしており、また、短期的な売買益を獲得する目的で行うデ

リバティブ取引については、事前に経営陣の承認を得るとともに、ポジション限度枠・ロスカットルール等

を設定し、限定的に行うこととしております。 

　なお、金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジを適用しております。繰延

ヘッジを行うにあたっては「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報

告第14号）等に基づいて、ヘッジ基本方針やヘッジ有効性の評価方法等を行内規程として定めております。

当連結会計年度においてヘッジ会計を適用したヘッジ対象はその他有価証券、ヘッジ手段は金利スワップ

であります。ヘッジ有効性については、ヘッジ対象となる金融資産とヘッジ手段である金利スワップ取引を

一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価することとしております。

また、区分して処理することが適当と認められる複合金融商品の組込デリバティブについては、現物の金

融資産と区分処理して時価評価することとしております。

（中略）

 

２　取引の時価等に関する事項 

　「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 

業種別監査委員会報告第24号）等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、下記記載か

ら除いております。

 

(1) 金利関連取引(平成20年３月31日現在)

区分 種類 契約額等(百万円)
契約額等のうち１年
超のもの(百万円)

時価(百万円) 評価損益(百万円)

店頭
金利スワップ

支払固定・受取変動 10,000 10,000 △ 274 △ 274

合計 ── ── ── △ 274 △ 274

(注) １　上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

　　　 ２　時価の算定 

       　　割引現在価値等により算定しております。
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